
レ
ン
ー
ー
ロ
ク

ロ

レ
ン
ベ
イ
ザ
ン
ポ
ウ

蓮
幣
算
法

一
加
。
文
政
・

天
保
の
頃
に
亙
っ
て
、
三
日
出
統
の
釘
士
の
金
制
聞
及
び

そ
の
附
近
の
副
寺
に
奉
納
し
た
掠
額
十

一
一
聞
を
蒐
集

し
た
も
の
で
、
首
時
間
抗
の
お
法
が
如
何
に
旺
時
間
で

あ
っ
た
か
そ
知
る
も
の
で
あ
る
。

レ
ン
り
ノ
マ
ツ

連
理
松

河
北
部
油
伸
縮
上
口
の

川
聞
な
る
器
地
に
在
っ
て
、
二
紙
の
聞

一
米
五
そ
隔

て
る
が
、
四
米
帥
酬
の
刊
に
在
っ
て
会
〈
一
幹
を
お
し

て
ゐ
た
も
の
。
今
付
存
せ
ぬ
。

ロ
ウ
ア
ン
オ
ウ
バ
イ
老
篭
黄
梅
.
石
川
郡
山
田
洞

宗
大
采
寺
抗
十
一
代
の
住
持
。
筑
後
の
入
。
久
見
の

徳
山
日
経
仰
泊
に
受
染
、
次
い
で
山
城
制
定
寺
心
問
中
宗

老
に
嗣
法
し
、
永
干
寺
に
臨
時
仙
刷
、
筑
後
金
泉
寺
に
住

し
、
文
政
十
年
大
東
寺
に
皆
ん
で
開
設
前
法
四
年
に

瓦
。
、
天
保
二
年
一

mm闘
の
訟
に
退
隠
、
弘
化
三
年
正

月
引
八
日
寂
し
た
。

ロ
ウ
シ
リ
カ
イ

老
子
但
解

一
加
。
上
川
耕
若
。

老
子
の
僻
訟
で
あ
る
。

ロ
ウ
ソ
ヲ
ザ

総
燭
産

金
期
下
桜
町
に
在
っ
た
。

欣
肌
三
年
の
知
町
札
に
蝋
燭
展
彦
四
郎
と
あ
っ
て
、
此

の
頃
銀
座
が
鎖
燭
箆
を
策
動
し
て
問
染
者
の
取
締
に

任
じ
た
の
で
あ
り
、
総
燭
製
造
者
は
妹
，R
で
あ
っ
た

が
、
寛
文
六
年
か
ら
自
同
管
業
に
な
っ
た
。
後
彦
四

郎
は
袋
町
に
修
。
、
組
家
康
は
向
州
制
州
剛
直
で
あ
っ
た

が
、
天
保
十
年
之
を
隠
し
た
。
上
記
は
金
需
の
こ
と

で
あ
る
が
、各
部
に
も
亦
そ
れ
が
あ
っ
た
と
見
え
て
、

文
化
の
街
紀
に
、
『
孤
彼
泌
総
鈎
座
本
は
城
端
、
射
水

叫
酬
は
尚
闘
に
盛
本
あ
り
。
』
と
但
し
た
も
の
も
あ
る
。

ロ
ウ
モ
ウ
ド
タ
ゴ
老
妻
濁
語

十
四
加
又
は
十

rA
加
。
食
子
有
裂
の
白
山
遊間
M
悶
悶
に
引
用
し
て
あ

る
。
白
山
嶺
上
の
地
名
及
び
古
併
設
に
就
い
て
、的
来

村
の
春
底
都
信
が
相
官
い
た
も
の
と
い
ふ
o
m
m伯
は
、

週
抑
制
は
市
郎
卒
と
い
う
た
。

ロ
ウ
ヤ
牢
屋

〈
一
〉
加
賀
滞

l
加
白
山
耐
の
牢
患

は
、
公
事
説
・
町
合
同
問
・川
下
の
=
一
令
所
に
在
っ
た
。

公
邸
制
婦
は
最
筒
抜
利
郎
別
で
あ
る
か
ら
、
附
邸
の
平
屋

が
あ
っ
て
未
決

・
慨
決
の
閉
山
入
所
牧
容
し
た
。
叉
掛
制

限
殴
方
奉
行
の
紛
糾
し
た
も
の
り
川
下
の
牢
屋
に
、

町
奉
行
の
椴
怨
し
た
も
の
は
町
台
所
の
牢
屋
に
牧
容

L
、
御
州
州
都
行
の
椀
僻
し
た
も
の
は
川
曾
前
文
は
川

下
の
牢
底
脅
伯
牢
と
し
た
。
川
下
の
牢
四
国
と
い
ふ
の

は
、
石
川
郡
向
田
哨
巾
却
の
限
内
側
仁
阪
の
邸
地
に
在
っ

て
、
仁川陥
の
牢
屋
と
も
い
ひ
、
そ
の
叫
府
組
b
z
仁
政
・

三
右
衛
門
の
二
人
に
任
せ
、
準
稀
人
は
限
内
が
勤
め

た
。
町
務
行
御
部
奉
行
・松
町
賊
改
方
形
行
共
に
、
償

問
に
よ
っ
て
そ
の
限
艇
で
判
決
行
刑
L
得
る
も
の

と
、
公
附
中
州
婦
に
送
致
す
る
も
の
と
が
あ
っ
た
。

。
一
〉
大
型
苦
滞
!
大
現
寺
滞
で
は
、
刈
お
牢

・
町
牢

の
二
つ
に
別
れ
、
問
じ
牢
悶
出
般
の
巾
に
刑
む
か
れ
で
あ

っ
た
。

職

務
侠
に
仕
へ
る
悶
岡
、
X
は
滞
阪
に

仕
へ
る
陪
臣
は
皆
称
hz受
け
た
。
椋
に
は
土
地
軒
以

て
す
る
も
の
と
到
米
荷
以
て
す
る
も
の
と
が
あ
り
、

知
行
は
前
者
で
、
切
米
・
扶
持
米
・合
力
米
は
後
者
に

図
す
る
。

目。ロ
ヲ
サ
ツ
オ
ザ
ダ
メ
ガ
キ
六
母
御
定
書
六
加
。

一
名
郡
山
限
定
判官
。

E
徳
年
刷
に
附
加
制
定
訟
や
山
各
畑
山

門
に
類
擬
し
て
、
五
加
に
編
寂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
不
裂
と
し
て
省
略
し
た
簡
保
及
び
泊
加
の
分

を
裂
に
第
六
容
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
タ
ジ
ブ
ウ
六
地
寂
白
山
路
添
ロ
よ
り
回
日
り
、

大
枚
岳
札
可
制
杭
て
精
進
ん
だ
郎
、
路
傍
左
右
に
石
地
政

億
六
頼
が
あ
っ
た
。
絞
采
胞
に
は
、
初
め
文
利

・
延

文
の
聞
に
建
て
ら
れ
た
と
い
ふ
が
、
一
兆
線
中
流
代
坊

が
之
一
党
改
造
し
た
。
今
は
拙
い
。

ロ
ク
シ
ヤ
ヲ

陸
尺

山
川
政
時
代
む
小
指
の
一
一
艇

で
、
来
物
界
中
。
職
と
す
る
。
そ
の
滞
侠
に
闘
す
る
者

は
御
陵
尺
と
役
桝
と
に
別
れ
て
ゐ
た
。
役
消
は
采
物

列
の
到
役
そ
終
っ
た
も
の
で
、
け
闘
地
に
闘
す
る
緋
務

党
準
っ
て
ゐ
た
。

ロ
ク
シ
ヨ
ド
ウ
六
所
山
田
一
白
山
杷
佐
級
官
の
艇

に

『叉
有
二
世
一
名
ユ
ハ
即
時
品
一
』
と
あ
る
。
六
郎
と

は
大
永
制
訟
に

『
白
山
六
日
山
王
子
、

一
4
1
剖間宮
、
二

三
宮
、
一日
一
例
附
宮
、
附
佐
川
棚
宮
、
市
若
宮
、
六
加
山
H

2
0』
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
そ
併
せ
記
っ
た
も
の
で
あ

ら
・ヲ。ロ

ヲ
シ
ヨ
Z
ヨ
ウ
ジ
ン
六
所
明
紳

羽
咋
郡
大

一耐寺

(mw肝
〉
な
る
大
一
耐
寺
の
境
内
に
在
っ
て
、
色
村

の開

m
qで
あ
っ
た
。
こ
の
外
に
も
能
管
に
は
六
町
明

訓
と
秘
す
る
も
の
が
多
〈
、
い
づ
れ
も
六
盛
の
制
慌

を
祭
っ
て
ゐ
る
。
大
相
寺
の
六
腕
則
一
帥
は
、
今
一
品
爪

跡
枇
と
桝
L
、
祭
訓
も
一
座
と
な
っ
て
ゐ
る
。
』
タ

カ
ツ
メ
ジ

y
ジ
ヤ

一一品
爪
跡
枇
。

ロ
ヲ
シ
ヨ

Z
ヨ
ウ
ジ
ン
六
所
明
紳

山
・
品
川
大

則
に
銀
座
L
、
文
政
一社
蚊
帳
に
祭
創
世
~
大
巳
れ
命

・

勾
々
廼
馳
命
・判
辿
陣
式
担
命
・地
山
畑
命
・金
山
出品命
・

岡山
出
女
命
と
す
る
。
能
奇
誌
に
は
之
を
御
門
前
盗
品
川

枇
と
犯
し
て
問
。
、
到
に
御
門
雫
比
古
制
枇
と
絡
す

る。
ロ
ク
シ
ン
サ
イ
イ
コ
ウ

腹
心
開閉
遺
稿

三
肌
刷
出

答
。
肋
抽
出
総
山
の
詩
集
で
、
内
凶
に
筒
山
治
取
と
あ

る
。
天
保
六
年
大
経
行
の
序
、
林品咽
の舶間
山
翁
品
開
伎

を
怨
首
に
加
へ
、
各
慌
の
持
凡
そ
一
エ
百
二
十
菌
を
総

せ
る
。

九
一
八

ロ
ク
ド
ウ
ミ
ツ
カ
ゲ
六
動
光
景

源

不
椛
袋
引他

都
永
二
年
間
月
サ
七
日
越
前
三
保
川
町
A
A
H

職
の
伎
に
、

林
六
郎
光
明
が
郎
等
に
六
助
太
郎
光
景
の
あ
っ
た
』
」

こ
と
や
-
載
せ
て
ゐ
る
。
光
景
は
石
川
端
六
励
林
即
ち

後
の
六
斗
林
附
近
の
出
身
で
付
な
か
っ
た
か
。

ロ
テ
ド
ウ
ム
ロ
六
道
室

白
山
の
眠
、
大
枚
田

と
御
前
岳
と
の
巾
聞
に
在
っ
た
。
越
前
名
以
考
に
、

『
六
道
と
い
ふ
加
に
地
獄
常
一
あ
り
。
地
脳
は
ふ
り
た

る
金
仰
、
奥
州
の
禿
街
治
'I
と
い
」
o
こ
与
に
自
主
あ

り
。
六
道
室
と
い
ふ
。
午
前
風
胤
耐
肪
よ
り
京
て
、

毎
夏
土
民
参
加
す
る
闘
。
』
と
あ
る
が
、
今
は
存
せ

ぬ
。
そ
の
地
肢
は
裂
に
出
的
の
林
凶
寺
に
あ
る
。

ロ
ク
ト
パ
ヤ
シ
六
斗
林

石
川
市
巾
抗
野
領
の
内

の
小
名
。
古
く
は
六
動
林
と
替
か
れ
た
。
注
文
十
二

年
の
箕
浦
高
良
策
担
に
、
佐
久
間
椛
政
が
金
剛
仰
械
に

入
っ
た
時
、
六
道
林

・
聞
協
白
山
下
河
原
で
多
く
の一

授
を
殺
し
た
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
は
六
泊
林
と
u
H
U

い
た
の
で
あ
ら
う
。
又
元
政
十
四
年
の
皆
上
に
、
ろ

〈
と
林
は
六
斗
林
と
お
〈
が
、
そ
の
外
の
文
手
は
知

ら
ぬ
と
あ
る
。

ロ
タ
ト
パ
ヤ
シ

六

斗

林

金
仰
の
川
名
。
明
治

問
年
四
且
戸
籍
編
成
の
時
よ
り
、六
斗
林
一
丁
同

-M

二
丁
目
間
三
]
阿
・同
弓
，
川
と
糾
す
る
酢
と
な
っ

た。

勃
文

ロ
空
プ
ン

勤
文
。

』
カ
ツ
キ
キ
ン
プ
ン

防
水

ロ
タ
ベ
エ
ム
ロ
六
兵
衛
室

白
山
の
御
前
防
と

別
山
と
の
問
、
標
高
二
二
二

O
米
の
地
に
あ
っ
た
室

滋
で
、

一
に
天
地
室
と
も
い
う
た
。
今
そ
の
治
祉
が

あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

ロ
ヲ
マ
イ
マ
チ
六
枚
町

金
織
の
町
名
。
元
職

九
年
の
地
子
町
肝
附
一
貌
許
附
に
、
六
枚
町

・
南
六
枚
・

町
・
北
六
枚
阿
と
あ
る
。
今
捌
町
入
口
の
ま
ら
民
間
一


